
 

 

○「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」 

（平成28年４月20日医政発0420第５号）（抄） 

                    （下線の部分は修正部分） 

訂正後 訂正前 

  

 

(注)１．利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。 

２．表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当で

あると認められるものについては、当該事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失を

示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。 

 

 

(注)１．利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。 

２．表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当で

あると認められるものについては、当該事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失を

を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。 

（別添３） 



 

訂正後 訂正前 

  

 

１．売上原価には、当該医療法人の開設する病院等の業務に附随して行われるもの（売店等）及び収益業務の

うち商品の仕入れ又は製品の製造を伴う業務について記載すること。 

２．中区分科目には、それぞれ細区分を設け、売上原価については、商品（又は製品）期首たな卸高、当期商

品仕入高（又は当期製品製造原価）、商品（又は製品）期末たな卸高を、材料費、給与費、委託費、経費及

びその他の費用については、その内訳を示す費目を記載する様式によることもできる。 

３．その他の事業費用には、研修費のように材料費、給与費、委託費及び経費の二つ以上の中区分に係る複合

費として整理した費目を記載する。 

 

 

１．売上原価には、当該医療法人の開設する病院等の業務に附随して行われるもの（売店等）及び収益業務の

うち商品の仕入れ又は製品の製造を伴う業務について記載すること。 

２．中科目区分には、それぞれ細区分を設け、売上原価については、商品（又は製品）期首たな卸高、当期商

品仕入高（又は当期製品製造原価）、商品（又は製品）期末たな卸高を、材料費、給与費、委託費、経費及

びその他の費用については、その内訳を示す費目を記載する様式によることもできる。 

３．その他の事業費用には、研修費のように材料費、給与費、委託費及び経費の二つ以上の中区分に係る複合

費として整理した費目を記載する。 

 



 

 

訂正後 訂正前 

  
１．売上原価には、当該医療法人の開設する病院等の業務に附随して行われるもの（売店等）及び収益業務の

うち商品の仕入れ又は製品の製造を伴う業務について記載すること。 

２．ⅠからⅥの中区分科目は、省略する様式によることもできる。 

３．その他の事業費用には、研修費のように材料費、給与費、委託費及び経費の二つ以上の中区分に係る複合

費として整理した費目を記載する。 

 
１．売上原価には、当該医療法人の開設する病院等の業務に附随して行われるもの（売店等）及び収益業務の

うち商品の仕入れ又は製品の製造を伴う業務について記載すること。 

２．ⅠからⅥの中科目区分は、省略する様式によることもできる。 

３．その他の事業費用には、研修費のように材料費、給与費、委託費及び経費の二つ以上の中区分に係る複合

費として整理した費目を記載する。 


